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平
成
19
年
か
ら
の
税
源
移
譲
に

よ
り
、
市
民
税
・
県
民
税
の
所
得

割
が
、
一
律
10
％
（
内
訳
は
市
民

税
６
％
、
県
民
税
４
％
）
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
税
の
税
率
は
５
％

か
ら
40
％
ま
で
の
６
段
階
に
な
り

ま
す
。（
表
１
参
照
）

　

所
得
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
19

年
１
月
分
か
ら
適
用
さ
れ
、
市
民

税
・
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
平
成

19
年
６
月
分
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※
給
与
天
引
き
さ
れ
る
人
に
つ
い

て
は
、
所
得
税
は
１
月
の
給
与
分

か
ら
、
市
民
税･

県
民
税
は
６
月

の
給
与
分
か
ら
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
で
直
接
支
払
う
人
に
つ
い

て
は
、
所
得
税
は
平
成
19
年
分
の

確
定
申
告
の
と
き
か
ら
、市
民
税
・

県
民
税
は
６
月
に
支
払
う
分
か
ら

変
更
に
な
り
ま
す
。

「
地
方
で
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
」
と
い
う
方
針
の
も
と
、
国
が
進
め
て
い
る
三
位
一
体
改

革
。
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
の
が
『
税
源
移
譲
』
で
す
。
所
得
税
（
国
税
）
と
市
民
税
・

県
民
税
（
地
方
税
）
の
税
率
を
変
え
る
こ
と
で
、
お
よ
そ
３
兆
円
の
税
源
が
国
か
ら
地
方

へ
と
移
譲
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
が
自
主
的
に
財
源
を
確
保
し
、
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
、
よ
り
効
率
的
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

税
額
はいつ

か
ら
変
わ
る
の
？

税
源
移
譲
で

ど
う
変
わ
る
の
？

　

市
民
税
・
県
民
税
だ
け
で
見
る

と
、
所
得
の
少
な
い
人
は
増
税
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
所

得
税
の
最
低
税
率
が
10
％
か
ら

５
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
た
め
、

「
市
民
税
・
県
民
税
＋
所
得
税
」

の
税
負
担
は
基
本
的
に
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。
所
得
の
多
い
人
は
反
対

に
、
市
民
税
・
県
民
税
は
減
額
、

所
得
税
は
増
額
と
な
り
ま
す
が
、

「
市
民
税
・
県
民
税
＋
所
得
税
」

の
税
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
市
民
税
・
県
民
税
と
所

得
税
で
は
、
税
額
を
算
出
す
る
際

の
控
除
額
が
異
な
り
ま
す
（
表
２

参
照
）
が
、
そ
の
差
額
に
対
応
し

た
市
民
税
・
県
民
税
の
減
額
措
置

も
講
じ
ら
れ
ま
す
。

税
負
担
はど

う
な
る
の
？

表１）市民税・県民税と所得税の税率の比較

税源移譲前 税源移譲後

市民税･県民税の
所得割の税率

課税所得金額 税率 速算控除額 税率

200万円以下 5％ 0円

200万円超～ 700万円以下 10％ 100,000円

700万円超 13％ 310,000円

所得税の税率

課税所得金額 税率 速算控除額 税率 速算控除額

195万円以下
10％ 0円

195万円超～ 330万円以下

330万円超～ 695万円以下
20％ 330,000円

695万円超～ 900万円以下

900万円超～ 1,800万円以下 30％ 1,230,000円

1,800万円超 37％ 2,490,000円

※課税所得とは、収入から諸控除を差し引いた残りの金額のことです。課税所得に税率をかけたもの
が税額になります。

表２）所得税と市民税・県民税の
人的控除額の比較

人的控除の例 所得税 市民税･
県民税

控除額
の　差

基 礎 控 除 38万円 33万円 ５万円

配 偶 者 控 除 38万円 33万円 ５万円

扶 養 控 除 38万円 33万円 ５万円

特定扶養控除 63万円 45万円 18万円

所得税と市民税･県民税が所得税と市民税･県民税が
変わります！変わります！

★課税課☎㉕１１２３

所得税は１月分から
市民税･県民税は６月分から
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給与収入 税源移譲前 税源移譲後

＝

負担
増減額所得税 市民税･県民税 合計 所得税 市民税･県民税 合計

・扶養がいない人の場合

モデルケース　税源移譲による負担変動（年額）

給与収入 税源移譲前 税源移譲後

＝

負担
増減額所得税 市民税･県民税 合計 所得税 市民税･県民税 合計

・妻と子ども２人を扶養している人の場合

●定率減税が廃止されます
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が廃止されます。

平成18年
所得税：平成18年１月分から
　　　　税額の10％相当額を減額（12.5万円を限度）
市民税・県民税：平成18年６月分から
　　　　税額の7.5％相当額を減額（2万円を限度）

平成19年以降
所得税：平成19年１月分から廃止

市民税・県民税：平成19年６月分から廃止

モデルケース　妻と子ども２人を扶養・給与収入700万円（年額）
平成18年

市民税・県民税 196,000円
●定率減税 －14,700円
所得税 263,000円
●定率減税 －26,300円

合計 418,000円

平成19年
市民税・県民税 293,500円

所得税 165,500円

合計 459,000円

●市民税・県民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています
平成17年１月１日現在、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度まで市民税・県民税が非課
税でしたが、平成18年度から廃止されました。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

平成17年度
合計所得金額
125万円以下の人
非課税

経過措置として、
　平成18年度･･･税額の３分の2を減額
　平成19年度･･･税額の３分の１を減額
　平成20年度以降･･･全額負担

モデルケース　70歳、扶養なし・年金収入200万円（年額）

平成17年度
市民税・県民税 非課税

所得税 34,800円
●定率減税 －6,960円

合計 27,840円
（税額 　   27,800円）

平成18年度以降

課税

平成18年度
市民税・県民税 19,900円
●定率減税  －1,500円
● (市民税･県民税－定率減税)×2/3

－12,267円
所得税 34,800円
●定率減税 －3,480円

合計 37,453円
（税額 　   37,400円）

平成19年度
市民税・県民税 37,300円

●市民税･県民税×1/3
－12,434円

所得税 17,400円

合計 42,266円
（税額 　   42,200円）

平成20年度
市民税・県民税 37,300円

所得税 17,400円

合計 54,700円
（税額 　   54,700円）


